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職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱 

第
一 
教
育
訓
練
等
を
受
講
す
る
特
定
求
職
者
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
保
証
を
行
う
一
般
社
団
法
人
等
へ
の
補
助 

 
 

特
定
求
職
者
の
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
そ
の
他
の
訓
練
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
の
受
講

を
容
易
に
す
る
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
保
証
を
行
う
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
に
対
し
て
、
当
該
保
証
に

要
す
る
経
費
の
一
部
補
助
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
三 

施
行
期
日 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 
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